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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に嵌合部を有すると共に基板の端面から前記嵌合部を突出させた状態で前記基板に
搭載固定されるコネクタであって、
　複数のコンタクトと、前記コンタクトを保持する保持部と前記保持部から後方に向かっ
て張り出した張出部とを有する保持部材と、前記保持部材を少なくとも部分的に覆うシェ
ルとを備えており、
　前記コンタクトは、夫々、基板に固定されるコンタクト固定部を有しており、
　前記張出部には、前記基板に搭載される搭載面と、被係止部が設けられており、
　前記シェルは、金属板を加工して得られる中間体を折り曲げ形成してなるものであり、
　前記シェルには、前記基板に固定されるシェル固定部が前記張出部に対応して設けられ
ており、
　前記シェル固定部には、前記中間体のエッジの一部で構成された係止部であって、前後
方向において前記被係止部と対向配置される係止部が設けられており、
　前記シェル固定部と前記嵌合部との距離は、前記コンタクト固定部と前記嵌合部との距
離よりも長い
コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記保持部は、前記前後方向と直交するピッチ方向に前記コンタクトを整列させつつ保
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持しており、
　前記張出部は、前記保持部の前記ピッチ方向の両端から後方に向かって張り出している
コネクタ。
【請求項３】
　請求項２記載のコネクタであって、
　前記被係止部は、前記ピッチ方向において前記張出部の内側に形成されており、
　前記シェル固定部は、前記中間体の一部を前記ピッチ方向の内側に折り曲げて形成され
ている
コネクタ。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記シェル固定部は、前記基板に対して半田を用いて固定されるものであり、
　前記張出部は、前記搭載面と前記シェル固定部との間に設けられると共に前記基板との
間に前記半田の逃げ用のスペースを形成する凹部を有している
コネクタ。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記基板には、前記基板を貫通するスルーホールが形成されており、
　前記シェル固定部は、前記スルーホールに差し込まれ、固定されている
コネクタ。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記基板には、シェル接続用のパッドが設けられており、
　前記シェル固定部は、前記パッドに半田付けされる底面を有している
コネクタ。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記搭載面は、前記基板の上面に搭載されるものであり、
　前記コネクタの最下部は、前記搭載面よりも下側に位置している
コネクタ。
【請求項８】
　請求項７記載のコネクタであって、
　前記張出部は、背高部と、上下方向において前記背高部よりもサイズの小さい背低部と
を有しており、
　前記搭載面は、前記背低部の底面として形成されており、
　前記背高部の底面は、前記搭載面よりも下側に位置しており、
　前記背高部は、前記背低部よりも前記嵌合部側に位置していると共に、前記ピッチ方向
において前記コンタクト固定部を挟むように位置しており、
　前記背高部の前記前後方向における位置は、前記コンタクト固定部の前記前後方向にお
ける位置と重複している
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の端面から嵌合部を突出させた状態で基板に搭載固定されるコネクタに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板に搭載固定されるコネクタとしては、例えば、特許文献１～３に開示されたものが
ある。図１０乃至図１２に示されるように、いずれのコネクタも、金属板を加工して得ら
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れる中間体を折り曲げて形成してなるシェルを備えており、コンタクトを保持する保持部
材に対して前側（嵌合部）からシェルをかぶせた後、シェルの一部をストッパとして折り
曲げ、ストッパを保持部材に係止させたりストッパを保持部材に圧入保持させたりするこ
とで、保持部材にシェルを取り付けることとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－５２３４号公報
【特許文献２】特許３８１７４８９号公報
【特許文献３】特開２０１１－１９２４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２のコネクタの場合、シェルの中間体の面の一部でストッパが
形成されており、保持部材に対して後方に向かう力が加わったときに、ストッパが開いて
しまい、保持部材からシェルが外れてしまう可能性がある。
【０００５】
　これに対して、特許文献３のコネクタの場合、ストッパがシェルの中間体のエッジの一
部で構成されていることから、特許文献１や特許文献２のコネクタと比較して、ストッパ
自体の強度は高い。
【０００６】
　しかし、特許文献３のコネクタは、基板の端面から嵌合部を突出させた状態で基板に搭
載する場合、コネクタの基板への搭載固定の強度が確保できないという問題がある。また
、特許文献３のコネクタの場合、保持部材の一部がフランジ状に外側に突出しており、そ
の突出部に対応するようにシェルにスリットを形成して、そのスリットの内縁をストッパ
としていることから、シェル全体の強度がスリットに起因して落ちてしまうという問題が
ある。
【０００７】
　そこで、本発明は、基板の端面から嵌合部を突出させた状態で基板に搭載固定されるコ
ネクタであって、シェルの強度が高く、保持部材がシェルから外れてしまうことが防止さ
れ、且つ、コネクタの基板への搭載固定の強度が確保されたコネクタを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　前側に嵌合部を有すると共に基板の端面から前記嵌合部を突出させた状態で前記基板に
搭載固定されるコネクタであって、
　複数のコンタクトと、前記コンタクトを保持する保持部と前記保持部から後方に向かっ
て張り出した張出部とを有する保持部材と、前記保持部材を少なくとも部分的に覆うシェ
ルとを備えており、
　前記コンタクトは、夫々、基板に固定されるコンタクト固定部を有しており、
　前記張出部には、前記基板に搭載される搭載面と、被係止部が設けられており、
　前記シェルは、金属板を加工して得られる中間体を折り曲げ形成してなるものであり、
　前記シェルには、前記基板に固定されるシェル固定部が前記張出部に対応して設けられ
ており、
　前記シェル固定部には、前記中間体のエッジの一部で構成された係止部であって、前後
方向において前記被係止部と対向配置される係止部が設けられており、
　前記シェル固定部と前記嵌合部との距離は、前記コンタクト固定部と前記嵌合部との距
離よりも長い
コネクタを提供する。
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【０００９】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記保持部は、前記前後方向と直交するピッチ方向に前記コンタクトを整列させつつ保
持しており、
　前記張出部は、前記保持部の前記ピッチ方向の両端から後方に向かって張り出している
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第２のコネクタであって、
　前記被係止部は、前記ピッチ方向において前記張出部の内側に形成されており、
　前記シェル固定部は、前記中間体の一部を前記ピッチ方向の内側に折り曲げて形成され
ている
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第１乃至第３のいずれかのコネクタであって
、
　前記シェル固定部は、前記基板に対して半田を用いて固定されるものであり、
　前記張出部は、前記搭載面と前記シェル固定部との間に設けられると共に前記基板との
間に前記半田の逃げ用のスペースを形成する凹部を有している
コネクタを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第１乃至第４のいずれかのコネクタであって
、
　前記基板には、前記基板を貫通するスルーホールが形成されており、
　前記シェル固定部は、前記スルーホールに差し込まれ、固定されている
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第１乃至第４のいずれかのコネクタであって
、
　前記基板には、シェル接続用のパッドが設けられており、
　前記シェル固定部は、前記パッドに半田付けされる底面を有している
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第７のコネクタとして、第１乃至第６のいずれかのコネクタであって
、
　前記搭載面は、前記基板の上面に搭載されるものであり、
　前記コネクタの最下部は、前記搭載面よりも下側に位置している
コネクタを提供する。
【００１５】
　更に、本発明は、第８のコネクタとして、第７のコネクタであって、
　前記張出部は、背高部と、上下方向において前記背高部よりもサイズの小さい背低部と
を有しており、
　前記搭載面は、前記背低部の底面として形成されており、
　前記背高部の底面は、前記搭載面よりも下側に位置しており、
　前記背高部は、前記背低部よりも前記嵌合部側に位置していると共に、前記ピッチ方向
において前記コンタクト固定部を挟むように位置しており、
　前記背高部の前記前後方向における位置は、前記コンタクト固定部の前記前後方向にお
ける位置と重複している
コネクタを提供する。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明によれば、保持部材の張出部に設けられた被係止部に対して、シェルの中間体の
エッジの一部で構成された係止部を係止させることとしたため、シェルの強度を確保する
ことができている。
【００１７】
　また、本発明によれば、基板に固定されるシェル固定部に係止部を設けたことから基板
にコネクタを搭載した状態において、コネクタに対して何らかの意図しない力が加わった
場合であっても、シェルの変形を抑制することができる。
【００１８】
　更に、本発明によれば、シェル固定部と嵌合部との距離をコンタクト固定部と嵌合部と
の距離よりも長くしたことから、嵌合部が煽られた場合（嵌合部に対して上下方向に向か
う力が加えられた場合）などにも強くなり、コネクタをより安定して基板に固定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるコネクタを示す背面斜視図である。
【図２】図１のコネクタを示す前面斜視図である。
【図３】図１のコネクタを示す背面斜視図である。図示されたコネクタは基板に搭載され
ている。
【図４】図１のコネクタを示す底面図である。
【図５】図１のコネクタを示す分解斜視図である。
【図６】図１のコネクタを示す部分拡大斜視図である。
【図７】図５のコネクタを示す斜視図である。図示されたコネクタにはシェルが取り付け
られていない。
【図８】本発明の第２の実施の形態によるコネクタを示す背面斜視図である。
【図９】図８のコネクタを示す背面斜視図である。図示されたコネクタは基板に搭載され
ている。
【図１０】特許文献１のコネクタを示す背面斜視図である。
【図１１】特許文献２のコネクタを示す背面図である。
【図１２】特許文献３のコネクタを示す背面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（第１の実施の形態）
　図１及び図３を参照すると、本発明の第１の実施の形態によるコネクタ１００は、プラ
グコネクタであり、＋Ｙ側（前側）に相手側コネクタ（レセプタクルコネクタ：図示せず
）の相手側嵌合部と嵌合する嵌合部１０２を有している。このコネクタ１００は、使用時
においては、基板２００の端面２０２からその嵌合部１０２を＋Ｙ側（前側）に突出させ
た状態で基板２００に搭載され固定される。図１に示されるように、基板２００のＸ方向
（ピッチ方向）の両端には、端面２０２よりも凹んだ肩部２０４が形成されている。また
、基板２００の端面２０２近傍には、複数のパッド２０６が形成されている。このパッド
２０６は、Ｘ方向において肩部２０４に挟まれている。更に基板２００には、基板２００
を貫通する２つのスルーホール２０８が形成されている。これらスルーホール２０８は、
Ｙ方向において肩部２０４と対応するように設けられている。また、スルーホール２０８
は、Ｘ方向においてすべてのパッド２０６の設けられている領域の外側に位置している。
即ち、Ｘ方向において、スルーホール２０８は、すべてのパッド２０６を挟んでいる。
【００２１】
　図１乃至図４に示されるように、本実施の形態によるコネクタ１００は、導電体からな
る複数のコンタクト１１０と、絶縁体からなる保持部材１２０と、金属製のシェル１４０
とを備えている。
【００２２】
　コンタクト１１０は、相手側コネクタの相手側コンタクトと接触する接点部１１２と、
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基板２００のパッド２０６に接続固定されるコンタクト固定部１１４とを有している。接
点部１１２は、嵌合部１０２側に位置しており、コンタクト固定部１１４は、－Ｙ側（後
方）に位置している。
【００２３】
　保持部材１２０は、コンタクト固定部１１４が－Ｙ側（後方）に突出させた状態でコン
タクト１１０をＸ方向（ピッチ方向）に整列させつつ保持する保持部１２２と、保持部１
２２から－Ｙ側（後方）に向かって張り出した張出部１２４とを有している。特に図示さ
れた張出部１２４は、保持部１２２のＸ方向（ピッチ方向）の両端から－Ｙ側に張り出し
ている。本実施の形態による保持部材１２０においては、２つの張出部１２４の他に保持
部１２２から－Ｙ側（後方）に向かって張り出している部位はないが、例えば、コンタク
ト固定部１１４の＋Ｚ側（上方）にひさしのように張り出した部位を保持部材１２０が更
に有していてもよいし、また、コンタクト固定部が基板に形成されたスルーホールに固定
されるピン形状の場合には、スルーホールに固定されるピン形状の部位を残してコンタク
ト固定部の他の部分を内包する（保持する）ような部位を保持部材１２０が更に有してい
てもよい。
【００２４】
　図５及び図７に最もよく示されるように、本実施の形態による張出部１２４は、背高部
１２６と、背高部１２６よりもＺ方向（上下方向）におけるサイズの小さい背低部１２８
とを有している。背高部１２６の上面と背低部１２８の上面とは面一となるように構成さ
れている。背低部１２８の底面は、基板２００の上面に搭載される搭載面１３６である。
背高部１２６の底面は、搭載面１３６よりも下側に位置している。特に、本実施の形態に
よる背高部１２６の底面は、基板２００の下面よりも下側に位置している。即ち、Ｚ方向
（上下方向）における基板２００の位置は、背高部１２６の上端と下端との間となってい
る。
【００２５】
　背高部１２６は、背低部１２８よりも＋Ｙ側（前方）に位置している。即ち、本実施の
形態による背高部１２６は、背低部１２８よりも嵌合部１０２側に位置している。図１及
び図６から理解されるように、背高部１２６は基板２００の肩部２０４に対応しており、
背高部１２６間に基板２００の端面２０２を入れることができる。そのため、図４、図５
及び図７から理解されるように、背高部１２６は、Ｘ方向（ピッチ方向）においてコンタ
クト１１０のコンタクト固定部１１４を挟むように位置することができる。また、背高部
１２６のＹ方向（前後方向：嵌合・抜去方向）における位置は、コンタクト固定部１１４
のＹ方向における位置と少なくとも部分的に重複している。具体的には、本実施の形態に
よるコネクタ１００の場合、コンタクト固定部１１４の＋Ｙ側の半分が背高部１２６とＹ
方向において同位置にある。
【００２６】
　背低部１２８は、更に、幅広部１３０と、幅広部１３０よりもＸ方向（ピッチ方向）に
おけるサイズの小さい幅狭部１３２とを有している。幅広部１３０のＸ方向外側の面と幅
狭部１３２のＸ方向外側に面とは面一となるように構成されている。幅狭部１３２のＸ方
向内側の面は、－Ｚ方向（下側）に向かうに連れてＸ方向外側に向かうような斜面となっ
ており、幅広部１３０のＸ方向内側の面よりもＸ方向外側に位置している。その結果、幅
広部１３０と幅狭部１３２との間には－Ｙ方向（後方）に向いている面が形成されており
、当該面は後述するように被係止部１３４として機能する。
【００２７】
　背低部１２８の下面は、前述したように、基板２００に搭載される搭載面１３６として
機能する。図４に最もよく示されるように、本実施の形態における搭載面１３６は、Ｌ字
状の形状をしており、Ｌ字内の領域には、凹部１３８が形成されている。凹部１３８は、
搭載面１３６から＋Ｚ方向に凹んでいる。
【００２８】
　図１乃至図４に示されるように、シェル１４０は、保持部１２２や張出部１２４の上面
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１２５を覆う上部１４２と、上部１４２から－Ｚ方向（下方）に延びるシェル固定部１４
４とを有しており、張出部１２４に対応するようにして設けられている。図５から理解さ
れるように、シェル１４０は、一枚の金属板を打ち抜き加工して得られる中間体を折り曲
げ加工してなるものである。本実施の形態によるシェル固定部１４４は、上部１４２の－
Ｙ側（後側）端部であってＸ方向内側に設けられている。シェル固定部１４４の＋Ｙ側（
前側）のエッジは後述するように係止部１４６として機能する。
【００２９】
　図５に最もよく示されるように、コンタクト１１０を保持する保持部材１２０に対して
＋Ｙ側（前側）からかぶせるようにしてシェル１４０を取り付け、Ｘ方向内側に向かって
延びる舌片からなるシェル固定部１４４を先端が－Ｚ側（下方）に向かうように折り曲げ
る。これにより、シェル固定部１４４の＋Ｙ側のエッジからなる係止部１４６がＹ方向（
前後方向）において被係止部１３４と向き合うこととなる。即ち、係止部１４６は、Ｙ方
向において被係止部１３４と対向配置されている。そのため、＋Ｙ側（前方）に引っ張る
ような力をシェル１４０に加えたとしても、係止部１４６が被係止部１３４に対して後方
から係止することから、保持部材１２０からシェル１４０が＋Ｙ側（前方）に外れてしま
うことがない。
【００３０】
　また、被係止部１３４に係止する係止部１４６は、シェル１４０の材料となる金属板の
エッジで構成されていることから、＋Ｙ側（前方）に引っ張るような力をシェル１４０に
加えたとしても、係止部１４６の設けられたシェル固定部１４４が変形してしまうような
ことを避けることができる。
【００３１】
　更に、基板２００に接続固定されるシェル固定部１４４に係止部１４６を設けたことか
ら、＋Ｙ側（前方）に引っ張るような力がシェル１４０に加えられたとしてその力を係止
部１４６と被係止部１３４との係止だけではなく基板２００にも分散することができる。
従って、本実施の形態によるコネクタ１００は、シェル１４０を＋Ｙ側（前方）に引っ張
るような力に対して、より高い耐性を有している。
【００３２】
　図３から理解されるように、シェル固定部１４４は、基板２００のスルーホール２０８
に差し込まれ、半田付けされて固定される。その際、図４から理解されるように、シェル
固定部１４４と張出部１２４の搭載面１３６との間には凹部１３８が位置している。従っ
て、シェル固定部１４４をスルーホール２０８と半田付けする際に、半田の量が多すぎた
としても余った半田が凹部１３８内に逃げることができ、搭載面１３６と基板２００との
間に入り込んでしまうことがない。
【００３３】
　図４に最もよく示されるように、本実施の形態によるコネクタ１００において、シェル
固定部１４４と嵌合部１０２との距離は、コンタクト固定部１１４と嵌合部１０２との距
離よりも長い。即ち、シェル固定部１４４は、コンタクト固定部１１４よりも－Ｙ側（後
側）に位置している。従って、コネクタ１００は、コンタクト固定部１１４のＹ方向にお
ける位置とシェル固定部１４４のＹ方向における位置の異なる２つの位置で基板２００に
対して固定されていることとなるため、嵌合部１０２を上下させるような力（煽る力）が
コネクタ１００に加わったとしても、コネクタ１００が基板２００から外れてしまうこと
を抑制することができる。
【００３４】
　（第２の実施の形態）
　図８及び図９を参照すると、本発明の第２の実施の形態によるコネクタ１００ａは、上
述した第１の実施の形態によるコネクタ１００（図１、図３参照）の変形例であり、ほぼ
同一の構造を備えている。従って、図８及び図９においては、同様の部位に対して第１の
実施の形態の場合と同一又は類似の参照符号を付すこととし、それらについては詳細な説
明を省略することとする。
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【００３５】
　図８及び図９に示されるように、本実施の形態によるコネクタ１００ａは、上述した第
１の実施の形態によるコネクタ１００（図１、図３参照）と、シェル固定部１４４ａのみ
において異なっている。これに対応して、本実施の形態によるコネクタ１００ａを搭載す
る基板２００ａも第１の実施の形態において用いられていた基板２００（図１、図３参照
）とは異なっている。
【００３６】
　具体的には、図１及び図３に示されるように、第１の実施の形態において用いられてい
た基板２００にはスルーホール２０８が設けられていたが、図８及び図９に示されるよう
に、本実施の形態において用いられる基板２００ａにはシェル接続用のパッド（シェル接
続部）２０８ａが設けられている。パッド２０８ａの設けられている位置は、スルーホー
ル２０８の設けられていた位置とほぼ同じである。即ち、パッド２０８ａは、Ｙ方向にお
いて肩部２０４と対応するように設けられている。また、パッド２０８ａは、Ｘ方向にお
いてすべてのパッド２０６の設けられている領域の外側に位置している。即ち、Ｘ方向に
おいて、パッド２０８ａは、すべてのパッド２０６を挟んでいる。
【００３７】
　図８及び図９に示されるように、コネクタ１００ａの備えるシェル１４０ａは、Ｙ方向
（前後方向）に沿って見た場合にＬ字状の形状を有するシェル固定部１４４ａを有してい
る。シェル固定部１４４ａの底面は、基板２００ａのパッド２０８ａに半田付け固定され
る。シェル固定部１４４ａの＋Ｙ側（前側）のエッジは係止部１４６ａとして機能し、＋
Ｙ側（前方）に引っ張るような力をシェル１４０ａに加えたとしても、第１の実施の形態
の場合と同様に、保持部材１２０からシェル１４０ａが外れてしまうことがない。
【００３８】
　以上、本発明によるコネクタについて実施の形態を掲げて具体的に説明してきたが、本
発明はこれに限定されるものではない。
【００３９】
　例えば、上述したコネクタ１００，１００ａはプラグコネクタであったが、本発明はプ
ラグコネクタに限定されるわけではなく、レセプタクルコネクタであってもよい。
【００４０】
　また、上述したコネクタ１００，１００ａは、基板２００，２００ａに搭載された状態
において、コネクタ１００，１００ａの最下部が基板２００，２００ａの上面よりも下側
に位置しているものであったが、本発明はこれに限定されるわけではなく、コネクタ１０
０，１００ａの最下部が基板２００，２００ａの上面に搭載されるようなものであっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明によるコネクタは、例えば、携帯電子機器等に接続するケーブルの先端に設けら
れるコネクタや携帯電子機器を載せるクレードル又はドッキングステーションに設けられ
るコネクタとして、利用することができる。
【符号の説明】
【００４２】
　　１００，１００ａ　　　　コネクタ
　　１０２　　　　嵌合部
　　１１０　　　　コンタクト
　　１１２　　　　接点部
　　１１４　　　　コンタクト固定部
　　１２０　　　　保持部材
　　１２２　　　　保持部
　　１２４　　　　張出部
　　１２５　　　　上面
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　　１２６　　　　背高部
　　１２８　　　　背低部
　　１３０　　　　幅広部
　　１３２　　　　幅狭部
　　１３４　　　　被係止部
　　１３６　　　　搭載面
　　１３８　　　　凹部
　　１４０，１４０ａ　　　　シェル
　　１４２　　　　上部
　　１４４，１４４ａ　　　　シェル固定部
　　１４６，１４６ａ　　　　係止部
　　２００，２００ａ　　　　基板
　　２０２　　　　端面
　　２０４　　　　肩部
　　２０６　　　　パッド
　　２０８　　　　スルーホール
　　２０８ａ　　　　パッド（シェル接続部）
【要約】
【課題】基板の端面から嵌合部を突出させた状態で基板に搭載固定されるコネクタであっ
て、シェルの強度が高く、且つ、コネクタの基板への搭載固定の強度が確保されたコネク
タを提供すること。
【解決手段】コネクタ１００の保持部材１２０は、複数のコンタクト１００を保持する保
持部１２２と、保持部１２２から－Ｙ方向（後方）に張り出した張出部１２４とを有して
いる。シェル１４０は、保持部材１２０を少なくとも部分的に覆っている。シェル１４０
には、基板２００に固定されるシェル固定部１４４が設けられており、その＋Ｙ側（前側
）のエッジが係止部１４６として用いられる。保持部材１２０の張出部１２４には被係止
部１３４が設けられており、そこに係止部１４６が対向配置される。シェル固定部１４４
と嵌合部１０２との距離はコンタクト１１０のコンタクト固定部１１４と嵌合部１０２と
の距離よりも長い。
【選択図】図３
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】
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